
 

 

 

 

説明資料１ 

監督総括課 

企画課 

カジノ管理委員会の所管する法律の規定

に基づく立入検査等の際に携帯する職員

の身分を示す証明書の様式を定める規則

（案）の意見募集手続について 

令和７年 12月 19日 

１ 趣旨 

カジノ管理委員会の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携

帯する職員の身分を示す証明書の様式を定める規則（案）を制定するに

当たり、以下のとおり意見募集手続（いわゆる「パブリック・コメント」）

を実施するもの。 

２ 意見募集手続対象 

カジノ管理委員会の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携

帯する職員の身分を示す証明書の様式を定める規則（案）（別添資料１－１）  

３ 意見募集の方法 

電子政府の総合窓口（e-Gov）に掲載（別添資料１－２、１－３） 

４ 意見募集期間 

令和７年 12月 19日（金）～令和８年１月 17日（土）（30日間） 
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「カジノ管理委員会の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の
身分を示す証明書の様式を定める規則（案）」に関する意見募集について 

令 和 ７ 年 1 2月 1 9日  
カジノ管理委員会事務局 

カジノ管理委員会では、「カジノ管理委員会の所管する法律の規定に基づく立入検査
等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式を定める規則（案）」について検討し
ています。 

つきましては、下記の要領にて広く国民の皆様の御意見を募集いたします。なお、
御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承願います。 

記 
１ 意見募集対象 

「カジノ管理委員会の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職
員の身分を示す証明書の様式を定める規則（案）」（別紙参照） 

２ 意見募集の対象となる案及び関連資料の入手方法 
電子政府の総合窓口（e-Gov）（https://www.e-gov.go.jp）の「パブリック・コメント」欄に掲載  

３ 意見募集期間 
令和７年12月19日（金）から令和８年１月17日（土）まで 

（郵便の場合は、締切日の消印まで有効とします。） 

４ 意見提出方法 
氏名、住所、所属（会社名、部署名等）、電話番号及び電子メールアドレスを必ず

明記の上、以下のいずれかの方法で御提出願います。提出いただく御意見につきま
しては、日本語に限ります。なお、本要領に基づかない応募や電話による御意見の
受付は対応しかねますので、あらかじめ御了承ください。 

（１） 電子政府の総合窓口（e-Gov）（https://www.e-gov.go.jp）意見提出フォームを使用する場合  
「パブリック・コメント：意見募集中案件」における各案件詳細画面の

「意見提出要領（提出先を含む）」を確認の上、意見入力へのボタンをクリッ
クし、「パブリック・コメント：意見入力」より提出してください。 

（２）郵送する場合 
〒105－6090  
東京都港区虎ノ門４-３-１ 城山トラストタワー12階 
カジノ管理委員会事務局意見募集担当 宛て 
※封書に「パブリック・コメント意見」と赤字で御記入ください。 
※別添に御記入の上、送付してください。 

５ 意見の公開について 
御提出いただきました御意見については、氏名、住所、所属（会社名、部署名

等）、電話番号及び電子メールアドレスを除き、全て公開される可能性があること
を、あらかじめ御承知おきください。ただし、御意見中に個人に関する情報であっ
て特定の個人を識別し得る記述がある場合及び個人・法人等の財産権等を害するお
それがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただきま
す。 
御意見に附記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、

御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本件に対する意見
公募に関する業務のみに利用させていただきます。  
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https://www.e-gov.go.jp/
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（別添） 

カジノ管理委員会事務局意見募集担当 宛て 

「カジノ管理委員会の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の
身分を示す証明書の様式を定める規則（案）」に関する意見募集について 
 
氏       名 （フリガナ） 

住       所  

所       属 （会社名）     （部署名） 

電 話 番 号  

電子メールアドレス  

意 見 内 容 

 



（10年保存） 

カジノ管理委員会の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身

分を示す証明書の様式を定める規則（案）について（概要） 

令和７年 12 月 19 日 

カジノ管理委員会事務局 

Ⅰ 背景及び概要 

カジノ管理委員会（以下「委員会」という。）は、特定複合観光施設区域整備法

（平成 30年法律第 80号。以下「法」という。）及び犯罪による収益の移転防止に関

する法律（平成 19年法律第 22号。以下「犯収法」という。）の規定（下記Ⅱ参照）

に基づき、その職員にカジノ事業者等に対する立入検査等を行わせ、また滞納処分

をすることができるが、これらの立入検査等や滞納処分に従事する委員会の職員は

その身分を示す証明書（以下「身分証明書」という。）を携帯し、関係者に提示しな

ければならない。このため、委員会の職員の身分証明書の様式を委員会規則におい

て一体的に整備するもの。 

Ⅱ 本規則が対象とする条項の一覧 

（１）法における立入検査等の対象条項 

・広告勧誘に関する立入検査（第 107 条第４項） 

・カジノ事業者が行う業務等に関する立入検査等（第 197条第２項） 

・カジノ施設供用事業者が行う業務等に関する立入検査等（第 198条第２項） 

・認可主要株主等の業務等に関する立入検査等（第 199 条第２項） 

・認可施設土地権利者の業務等に関する立入検査等（第 200条第２項） 

・カジノ関連機器等製造業者等の業務等に関する立入検査等（第 201 条第２項） 

・指定試験機関の業務等に関する立入検査等（第 202 条第２項） 

・指定職員による立入検査等（第 203 条第１項） 

（２）法における滞納処分の対象条項 

・入場料納入金等の督促及び滞納処分（第 186条第３項） 

・国庫納付金等の徴収（第 195条において準用する第 186条第３項） 

・審査費用の不足額の徴収（第 234条第６項において準用する第 186 条第３項） 

（３）犯収法における対象条項 

・立入検査（第 16条第１項） 

Ⅲ 今後のスケジュール 

公 布：未定 

施 行：公布の日 
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